
 

 

 

                                                                                       保 険 N o . 2 0 1 7 - 0 6 

                                                                                       平 成 2 9 年 5 月 

 

検査実施料の新規収載のお知らせ 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。 

このたび、「保医発 0428第 4号」により、下記の検査項目におきまして、検査実施料の適用が行われま

したのでご案内致します。 

お取り計らいの程、よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

 

 適 用 日  

 

 

平成２９年５月１日より適用 

 

 

 新 規 収 載 項 目  

 

 

● ２５‐ヒドロキシビタミンD〔ＣＬＥＩＡ法〕     ・・・・未受託 

 

 

 

※ 詳細につきましては、裏面をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 



 

［ご注意］ 

現在弊社が受託している「２５‐ヒドロキシビタミン D（項目コード：５５３６）」は、保医発 0729 第 4 号にて

保険収載されたＣＬＩＡ法を採用しています。 

 

 

 

 

 

 

● 新規収載項目 

適用日：平成 29年 5月 1日 

検査項目 実施料 判断区分 
診療報酬

点数区分 
 備考 

２５‐ヒドロキシビタミ

ン D 
400点 

生化学的検査（Ⅰ） 

（判断料 144点） 

「D007」 

血液化学

検査の 57 

ア 25‐ヒドロキシビタミンＤは、区分番号「Ｄ０

０７」血液化学検査の「57」1,25-ジヒドロキ

シビタミンＤ３の所定点数に準じて算定す

る。 

イ 本検査は、ＣＬＩＡ法又はＣＬＥＩＡ法によ

り、ビタミンＤ欠乏性くる病若しくはビタミン

Ｄ欠乏性骨軟化症の診断時又はそれらの

疾患に対する治療中に測定した場合にの

み算定できる。ただし、診断時においては

１回を限度とし、その後は３月に１回を限度

として算定する。 

※下線部が「保医発 0428第 4号」により改正された内容になります。 


